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１．多面的機能支払制度の基本的な考え方 

① 目的性、公共性・公益性  
多面的機能支払制度は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮（国土の保

全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等）のための

地域活動に対して、国、県、市が支援するものです。このため、交付金の使途は事

業目的に即するとともに、公共性・公益性があると社会通念上認められるものに限

られます。 

 

② 平等・公平の確保  

交付金は、特別な事情なく、地域や団体・組織の間で取り扱いが異なることがな

いように、平等・公平を確保する必要があります。 

 

③ 適正な執行  

本制度を活用する組織は、公的資金の交付を受けることになりますので、活動の

内容や成果、交付金の使用実績等を対外的に説明する「義務」と「責任」を負うこ

ととなります。 

このため、交付金の使用に当たっては、規約（広域組織は協定書）や計画書の規

定に基づく活動であることはもちろんのこと、計画に位置付けた点検、計画の策

定、実践活動、保全管理の推進活動等を確実に実施する必要があります。 

また、活動に当たっての支出が適正に行われていることを証明するため、領収書

等の書類を整理・保管（5年以上）しておく必要があります。 

仮に、目的外や不適正な支出があった場合は、交付金を返還していただかなけれ

ばなりません。 

 

④ 地域の主体性の尊重  

一方、地域の活動計画に位置づけられた共同活動については、地域の創意工夫に

よる独自の取り組みも可能となされており、地域の主体性が尊重されます。 

 

⑤ 市民理解と交流・協働の促進  

なお、本制度は農業者のみならず地域住民の参加により、集落機能の再生・強

化、生産・生活基盤の維持・発展を確保しつつ、地域の発展・活性化を図っていく

ことをねらいとしておりますので、活動内容や成果については積極的に説明・発信

し、交流・協働を促進していくことに努めてください。 

【ガイドラインの取扱い】 

 本ガイドラインは、活動組織の主体的で創意工夫を引き出すために、事務の適正化と効

率化を目的に作成しているものです。一定期間運用後、実施状況を踏まえ必要に応じて見

直しを図るものとします。 

 

「農業の有する多面的機能」とは、国土の保全、

水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形

成、文化の伝承等農村で農業生産活動が行われ

ることにより生ずる食料その他の農産物の供給

の機能以外の多面にわたる機能をいう。 
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２．項目別使途の範囲の考え方 

以下の項目ごとに具体的な交付金対象の可否を示します。項目とした「日

当」「購入・リース費」「外注費」「その他」は、金銭出納簿の区分の支出費

目に合わせていますので参考にしてください。 

基本的に支出する対象については領収証等が必要です。領収証等がないもの

については、支出できません。 

なお、領収書等を含む活動を通じて作成した書類・文書については、文書保

存期間が5年間となっています。 

番号 支出費目 内   容 

1 日当 

活動参加者に対して支払った日当 

※構成員以外への日当は「その他」の「アルバイト等への賃金」とな

ります。 

2 購入・リース費 

資材（砕石、砂利、ｾﾒﾝﾄなど）や活動に必要な機械（草刈り機など）

の購入費、パソコンなどのリース費、車両、機械等の借り上げ費、花

の種、苗代、除草剤など 

3 外注費 
補修・更新等の工事等（調査、設計、測量、試験等を含む）に係る

建設業者等への外注費、事務の外注費など 

4 その他 

技術指導等のために外部から招く専門家等への謝金、活動に係る

旅費、保険料、文具代の費用、アルバイト等への賃金、草刈り機や

車の燃料代、役員報酬、お茶代など 

 

 

  

以下のものは支援の対象とならない（対象外）ので注意して下さい。 

１．営農にかかわる活動。（農産物の栽培期間において、圃場内で行われる作物生産を目

的とした活動など） 
２．地域の祭りや伝統行事、宴席、酒席の経費など、農業・農地の多面的機能の発現に

関連しない活動。 
３．本活動の目的のみに限定が難しい「携帯電話や光熱水費等」、自動販売機での購入等

の領収書がないもの。 
４．国営造成施設管理体制整備促進等の他の補助を受け保全を行っている施設。但し、

活動内容等の区分けを明確にすれば対象とすることも可能。 
５．中山間地域等直接支払や環境保全型農業直接支援交付金等の対象活動と重複して、

活動対象とすることや日当等を支払うこと。但し、活動内容等の区分けを明確にす

れば対象とすることも可能。 
６．国・県・市道、河川等の維持・保全すべき管理者が存在する施設。但し、法面の草

刈等管理者からの了解を得、本制度の目的上必要な活動と位置づけられれば対象と

することも可能。 
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１．日当 

 

 

日当は組織の構成員に支払うもので、地域状況に応じて単価及び支払いの有無につ

いて地域の合意を図ってください。なお、以下の4 点は日当に係る基本事項ですので

注意してください。 

① 日当を支払う場合は、活動記録を作成したうえで、参考様式等を活用して 

作業の日時、時間数、氏名、活動内容、支払金額等を記録し保管してください。 

② 日当の単価は、p.５ の「３ 日当など単価の考え方」を参照してください。 

③ 日当は本来、１日当たりの単価ですが、１日数時間程度の活動などは、１時間当た

り単価で設定してください。 

④ 児童などへの日当支払いは好ましくないため、文房具、お菓子などの記念品として

ください。 

２．購入・リース費 

 

 

 

活動に必要な機械、事務機器の購入費及びリースに要する費用について、支払いが

可能です。なお、以下の4点については、購入・リース費に係る基本事項です（総会で

の構成員借用単価の決定事項等を除く）ので、注意してください。 

① 高額な事務機器や機械を購入する場合は、利用頻度、維持管理コスト等を考慮し、

リースも比較検討のうえ決定してください。 

② 物品を購入（特に複数）する場合は、その必要性を説明できるものとしてくださ

い。 

③ 購入・リース費の適正化と経理事務の軽減の観点から、“３万円／件以上”又

は、“JA及び量販店等以外（3万円未満を含む）”からの購入・リースについて

は、総会等で調達品等内容、調達先、金額を報告し、今後の価格の適正化に努め

てください【P29】。 

＊）20万円／件以上の備品を購入・リース等する場合は、更に、検討書を作成の

上、地域（役員会等）の合意を図った上で調達してください【P30～31】。高額購

入や不明な点がある場合については、購入等後に交付金返還にならないように、詳

細について市担当者に相談ください。 

④ 購入した機械・備品等について、“複数回又は一定期間利用が可能なもの”で

“３万円／件以上の備品等”については、備品管理台帳を作成・記載するととも

に、紛失を避けるために運行記録等（貸出簿：参考様式あり）を整理・保管してく

ださい。また、目的外の用途に利用した場合は、交付金の返還対象となる場合があ

りますので、適切な利用をお願いします。 

 

 

資材（砕石、砂利、ｾﾒﾝﾄなど）の購入費、活動に必要な機械（草刈り機など）の購入費、パソコン    

などのリース費、車両、機械等の借り上げ費、花の種、苗代、除草剤など 

 活動参加者に対して支払った日当（構成員以外への日当は「その他」の賃金となります。） 
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 ３．外注費    

 

 

 

本支援は、多面的機能の発現に向けた地域による共同作業が原則です。しかし、地

域事情等により、共同活動の実施が困難なものは必要に応じて外注し、その費用を支

払うことが可能です。なお、以下の３点については、外注費に係る基本事項ですの

で、注意してください。 

① 本支援は、原則、共同活動への支援です。外注化により地域活動を阻害することに

もつながるため、外注の際は慎重な検討をお願いします。 

② 外注する場合は、複数者から見積書を徴収するなど発注の適正化に努めてくださ

い。 

③ 発注の適正化と経理事務の軽減の観点から、全ての外注について、総会等で、共

同活動ができない理由、内容、外注先、金額等を報告し、外注費の適正化に努め

てください【P32】。 

＊）20万円／件以上の外注を行う場合は、更に、検討書を作成の上、地域（役員

会等）の合意を図った上で発注してください【P33～35】。不明な点がある場合に

ついては、事前に詳細について市担当者に相談ください。 

 

 ４ ．その他               

 

 

 

その他に係る交付金対象のうち、賃金や役員報酬の単価は、p.５ の「３ 日当など

単価の考え方」を参照してください。 

 

【保険について】 

 藪の伐採や浚渫作業等のあらかじめ危険を伴うことが分かる共同活動である場合

は保険加入することをお勧めします（JAに多面的機能活動用の保険あり）。 JA共

済 https://www.ja-kyosai.or.jp/agri/organize/ 

また、危険度の低い一般的な活動や参加人数が多い等により保険加入が難しい場合

は、1日当たりの日当が実費相当の3,000円以内であれば、市の市民活動保険が適用

可能な場合があります（詳細について下記HPで確認ください）。 

 

*岡山市 市民活動保険制度について 

https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000016090.html  

技術指導等のために外部から招く専門家等への謝金、活動に係る旅費、保険料、文具代の費用、アル

バイト等への賃金、草刈り機や車の燃料代、役員報酬、お茶代など 

補修・更新等の工事等（調査、設計、測量、試験等を含む）に係る建設業者等への外注費、事務の

外注費など 
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３． 日当など単価の考え方 

① 単価は、総会に諮るなど構成員参加のもと決定するとともに、単価決定の場に参加

できなかった構成員にも決定プロセスを必ず周知してください。 

② 会計検査等で単価の根拠や理由等を求められることがありますので、対外的にも説

明ができるよう整理してください（市基準以下の場合は不要。別途日当検討様式あ

り）。 

③ 日当の設定により、市の市民活動保険の適用外となる場合があります。 

④ 日当や報酬の支払いに当たっては、活動組織または構成員が源泉徴収事務や確定申

告等の必要な税務手続きを行う必要があります。詳細については税務署へ確認をお

願いします。 

 

【日当】･･･支出費目「日当」 

参考までに市の基準単価は以下のとおりですが、地域の状況に応じて設定が可能

です。市基準単価よりも高い単価を設定する場合は別途日当検討様式にて理由の整

理を行う必要があります。 

日当設定により、これまでの地域活動の継続の阻害、活動要件の未達成等の地域

のトラブルにならないように地域の状況に応じた設定を行ってください。 

 

区 分 単 価 備 考 

重作業 1,000 円/時間 浚渫、草刈等の外業 

軽作業 800 円/時間 点検、機能診断等の外業 

その他の活動 800 円/時間 事務経理、打合せ等の内業 

最低賃金（R2 岡山県） 834 円/時間  

※１：日当等を支払う場合は源泉徴収が必要となる場合があります。  

※２ ： 本対策における日当は地域活動に対する対価で、正式な雇用関係には当たらない

ため、最低賃金より安価でも全く問題はありません。但し、“その他”経費で計上する

アルバイト等の賃金は、最低賃金以上にする必要があります。 

 

【役員報酬】･･･支出費目「その他」 

区 分 単 価 備 考 

役員報酬  3万円／年 

(2,500円／月) 

役員報酬を支払う場合の対象は、携帯電話等の連

絡、短時間の市や役員間の調整、移動、その他心理

的な負担等に対する費用とします。それ以外の業務

については他の構成員と同様に日当で対応してくだ

さい。  

※１：役員報酬の有無、額は活動組織ごとで交付金額や役員の役割、業務量等が異なるため、

構成員から批判などが出ないよう活動組織内で充分話し合って決めてください。  

※２：役員報酬と備考の日当等を重複して支払う場合は、区分けを整理してください。 

【旅費】･･･支出費目「その他」 

- 5 -



区 分 単 価 備 考 

交通費  原則として実費  

宿泊費  原則として実費 ただし1泊9,800円程度（食事代込）を上限 

（会検指摘事項） 

※１：旅費支出による研修・調査等については、その成果等を、必ず、総会及び保全管理の

推進活動等で報告し、地域での情報共有に努めてください。 
※２： 旅費については原則実費とし、日当については、研修・調査等の実時間（移動時間・

懇親会等は除く）のみの支払いをすることができます。 
※３： 自家用車による交通費の支出は、①実費精算（燃料代、高速代等）としますが、こ

れまでどおり、②移動距離精算（移動距離（例25円／km）等で統一処理）とすること

も可能です。 
 

【昼食等の弁当】･･･支出費目「その他」 

※ 昼食等の弁当は、一般的な金額とし、活動及び研修が食事時間をまたがる場合で、支出

の正当性が説明できる場合のみとし、各自帰宅して食事を取るよりも弁当等をまとめて

取った方が、効率的であるなどの合理的な理由が必要です。 

 ただし、食事時間に日当を支払う場合は、弁当の提供は認められません。 

 

【講師謝金】･･･支出費目「その他」 

区 分 単 価 備 考 

（大学教授クラス） 6,200 円/時間 講習会等の講師に対する報償費

等の支給基準 （大学助教クラス） 4,700 円/時間 

（その他） 2,700 円/時間 

※ 講師の選定にあたっては講演内容に即した有識者とし、構成員が実施する場合は日当で

対応してください。 

 

 

 

区 分  単 価 備 考  

昼食等の弁当  500～800円程度 1,000円程度を上限 （会検指摘事項） 
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４． 本交付金制度の対象とならないもの 

以下のものは本交付金制度の対象となりませんので注意してください。 

項 目 内 容 

(1) 営農に関わる活動 個人の利益につながるものは、対象となりませ

ん。 

(2)農業の多面的機能の発

揮に関連しない活動 

地域の祭りや伝統行事、自治会や学校の運動会な

どは、対象となりません。 

(3) 河川や国道など管理

者が決められている施

設における活動 

（法面の草刈など） 

管理者が決まっている施設の管理については、管

理者が行うことが原則ですので、対象となりません

※。 

また、アダプト協定により管理している施設も、対

象となりません。 

※ 地域の慣例として施設管理者の了解のもと、農

地・農業用水などの保全管理と一体的に実施してい

る施設管理については、活動の対象となります。 

ただし、従来から地域が自主的に行ってきた活動

等の日当の支払いについては、交付額や地域での継

続性等を総合的に検討し、慎重に判断してくださ

い。 

(4) 補助事業への充当 公共事業などの農家負担分への充当は、対象とな

りません。 

(5）町内会等への寄付 町内会等への寄付は対象となりません。 

(6）酒席、宴席等の経費  アルコール類はもちろんですが、つまみ類、お菓

子等も一切対象となりません。 

活動後の懇親会等について、組織の絆を強化する

もので、実施することは妨げませんが、費用につい

ては個人負担としてください。当然、日当等の支払

いもできません。 
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)
 

*
）
長

寿
命
化
・
共
同

活
動

(直
営

施
工

)等
用

で
、
通

常
の
共

同
活

動
で

は
利
用

し
ま
せ

ん
。
 

P
2
0
 
○

備
品

管
理

台
帳

 

○
財

産
貸

出
簿

 

P
2
6
 

P
2
7
 
 

○
実

施
状

況
報

告
書

 

・
活

動
組

織
、

広
域

組
織

(
様

式
1
-
8
号

)
 

・
広

域
組

織
内

の
各

集
落
（

別
記

1
-
5
様式

第
1号

） 

 

P
1
2
 

P
1
8
 

 
 

 

 
 

【
経

理
事

務
の

適
正

化
】

 

○
日

当
検

討
書

 

○
購

入
・

リ
ー

ス
（

内
容

、
検

討
書

（
2
0
万

円
／

件
以

上
）
）

 

○
外

注
（

内
容

、
検

討
書

（
2
0
万

円
／

件
以

上
）
）

 

 P
2
8
 

P
2
9
 

P
3
2
 

 

＊
参
考
様
式
は
、

国
様
式

（
活
動
記
録

、
金

銭
出
納

簿
）
の
証
拠
書
類

の
扱
い

で
あ
り
、
最
終
的

に
は
そ

の
取
り
ま
と
め
結

果
を
国

様
式
に
記
載

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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（
様

式
第

１
－

６
号

）
組

織
名

︓

○
○

年
度

 
多

⾯
的

機
能

⽀
払

交
付

⾦
 

活
動

記
録

★
「

実
施

時
間

」
に

は
休

憩
時

間
を

含
め

ず
、

実
働

時
間

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

開
始

時
刻

実
施

時
間

こ
の

線
よ

り
上

に
⾏

を
挿

⼊
し

て
く

だ
さ

い
。

農
業

者
農

業
者

以
外

合
計

0人
0人

★
「

活
動

項
目

番
号

」
欄

に
は

、
実

施
要

領
別

記
1

-
2

の
国

が
定

め
る

活
動

指
針

に
お

け
る

取
組

の
番

号
及

び
要

領
第

1
の

２
の

(1
)に

基
づ

き
都

道
府

県
が

定
め

る
要

綱
基

本
方

針
に

お
い

て
追

加
さ

れ
た

  
 活

動
項

目
の

番
号

を
記

入
し

ま
す

。
そ

の
他

、
事

務
処

理
は

2
0

0
番

、
会

議
等

は
3

0
0

番
を

記
入

し
ま

す
。

　
同

一
日

に
複

数
の

活
動

を
行

っ
た

場
合

は
、

該
当

す
る

全
て

の
活

動
項

目
番

号
を

左
詰

め
で

一
行

に
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

番
号

欄
が

足
り

な
い

場
合

は
、

複
数

行
に

分
け

て
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

活
動

実
施

日
時

活
動

参
加

人
数

活
動

項
目

番
号

（
左

詰
め

）
活

動
内

容
備

考
（

具
体

的
な

活
動

内
容

を
記

入
）

日
付

実
施

時
間

農
業

者
農

業
者

以
外

総
参

加
人

数
支

払
区

分
活

動
区

分
活

動
項

目

活
動

に
参

加
し

た
最

大
人

数
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（
様

式
第

１
－

7号
）

○
○

年
度

 
多

⾯
的

機
能

⽀
払

交
付

⾦
 ⾦

銭
出

納
簿

組
織

名
︓

日
付

分
類

区
分

収
入

（
円

）
支

出
（

円
）

残
高

（
円

）
領

収
書

番
号

活
動

実
施

日
備

考
⻑

寿
命

化
へ

の
活

用

こ
の

線
よ

り
上

に
⾏

を
挿

⼊
し

て
く

だ
さ

い
。

★
「

分
類

」
欄

は
、

分
類

番
号

（
１

～
８

）
か

ら
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。

★
「

区
分

」
欄

に
は

、
農

地
維

持
・

資
源

向
上

（
共

同
）

に
係

る
収

支
は

「
１

」
を

、
資

源
向

上
（

長
寿

命
化

）
に

係
る

収
支

は
「

２
」

を
必

ず
入

力
し

て
く

だ
さ

い。
　

　
区

別
が

で
き

な
い

収
支

は
「

１
」

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

★
農

地
維

持
・

資
源

向
上

（
共

同
）

の
交

付
金

を
活

用
し

て
資

源
向

上
（

長
寿

命
化

）
の

活
動

を
行

っ
た

際
の

費
用

は
、

区
分

を
「

１」
に

し
、

「
長

寿
命

化
へ

の
活

用
」

欄
に

○
を

記
入

し
て

　
く

だ
さ

い
。

★
交

付
金

交
付

前
に

活
動

資
金

を
構

成
員

が
一

時
的

に
立

て
替

え
て

会
計

口
座

へ
繰

り
入

れ
た

場
合

は
、

収
入

欄
に

そ
の

立
替

額
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い。

　
ま

た
、

返
済

の
際

は
返

済
額

を
マ

イ
ナ

ス
の

収
入

と
し

て
収

入
欄

に
記

入
し

、
一

時
的

な
立

替
額

が
収

入
/
支

出
の

合
計

に
計

上
さ

れ
な

い
よ

う
に

し
て

く
だ

さ
い

。

内
 

 
容
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日
付

分
類

区
分

収
入

（
円

）
支

出
（

円
）

残
高

（
円

）
領

収
書

番
号

活
動

実
施

日
備

考
⻑

寿
命

化
へ

の
活

用
内

 
 

容

※
領

収
書

は
、

通
し

番
号

を
記

入
し

た
上

で
、

必
ず

保
管

し
て

お
い

て
く

だ
さ

い
。

（
領

収
書

の
保

管
の

方
法

は
袋

等
に

よ
る

保
管

で
も

構
い

ま
せ

ん
。）

【
集

計
】

 
1

【
集

計
】

 
2

資
源

向
上

（
⻑

寿
命

化
）

（
円

）

収
入

支
出

収
入

※
「

分
類

」
に

は
、

下
表

を
参

考
に

該
当

す
る

費
目

の
番

号
を

記
入

し
ま

す
。

（
他

組
織

と
の

交
付

⾦
の

や
り

と
り

が
あ

る
場

合
は

、
そ

の
旨

を
備

考
欄

に
記

載）
番

号
費

目

1
前

年
度

持
越

2
交

付
金

3
利

子
等

4
日

当

5
購

入
・

リ
ー

ス
費

6
外

注
費

7
そ

の
他

支
出

8
返

還

支
出

１
.前

年
度

持
越

１
.前

年
度

持
越

２
.交

付
⾦

２
.交

付
⾦

３
.利

⼦
等

３
.利

⼦
等

４
.日

当
４

.日
当

５
.購

入
・

リ
ー

ス
費

５
.購

入
・

リ
ー

ス
費

６
.外

注
費

６
.外

注
費

７
.そ

の
他

支
出

７
.そ

の
他

支
出

８
.返

還
８

.返
還

  次
年

度
へ

の
持

越
（

残
高

）
  次

年
度

へ
の

持
越

（
残

高
）

合
 

 
計

合
 

 
計

補
修

・
更

新
等

の
工

事
等

（
調

査
、

設
計

、
測

量
、

試
験

等
を

含
む

）
に

係
る

建
設

業
者

等
へ

の
外

注
費

、
事

務
の

外
注

費
など

技
術

指
導

等
の

た
め

に
外

部
か

ら
招

く
専

門
家

等
へ

の
謝

金
、

活
動

に
係

る
旅

費
、

保
険

料
、

文
具

代
及

び
光

熱
費

の
費

用
、

ア
ル

バ
イ

ト
等

へ
の

賃
金、

草
刈

り
機

や
車

の
燃

料
代

、
役

員
報

酬
、

お
茶

代
な

ど

返
還

金
、

他
の

活
動

組
織

へ
の

融
通

額
・

返
還

額

内
　

　
　

容
　

  
  

  
 （

例
）

前
年

度
か

ら
の

持
越

金

農
地

維
持

支
払

交
付

金
、

資
源

向
上

支
払

交
付

金
（

共
同

）
、

資
源

向
上

支
払

交
付

金
（

長
寿

命
化

）
、

他
の

活
動

組
織

か
ら

の
融

通
額

・
返

還額

利
子

等
、

構
成

員
に

よ
る

活
動

資
金

の
立

替
金

活
動

参
加

者
に

対
し

て
支

払
っ

た
日

当

資
材

（
砕

石
、

砂
利

、
ｾ
ﾒ
ﾝ
ﾄな

ど
）

の
購

入
費

、
活

動
に

必
要

な
機

械
（

草
刈

り
機

な
ど

）
の

購
入

費
、

パ
ソ

コ
ン

な
ど

の
リ

ー
ス

費
、

車
両

、
機

械
等の

借
り

上
げ

費
、

花
の

種
、

苗
代

な
ど

合
 

 
計

農
地

維
持

・
資

源
向

上
（

共
同

）
（

円
）

項
目

⾦
額

項
目

⾦
額
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（様式第1－８号）

長　殿

令和○年度　多面的機能支払交付金に係る実施状況報告書

組織名称

代表者氏名

○年○月○日

市町村

　多面的機能支払交付金実施要綱（平成26年４月１日付け25農振第2254号農林水産事
務次官依命通知）別紙１の第５の７及び別紙２の第５の８に基づき、多面的機能支払
交付金の実施状況について、別添のとおり報告します。
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（別添）

１．

２．

３．

４．

５．

１．

２．

３．

４．

５．

＜令和○年度 収支実績  ○年○⽉○日現在＞

多⾯的機能支払交付⾦に係る実施状況報告書
組織名称

収
入
の
部

項  目 ⾦額 備 考

前年度からの持越⾦
（農地維持・資源向上（共同））
前年度からの持越⾦
（資源向上（⻑寿命化））

利⼦等

 合   計

農地維持・資源向上（共同）交付⾦

資源向上（⻑寿命化）交付⾦

支
出
の
部

項  目 ⾦額 備 考

支出総額
（農地維持・資源向上（共同））

日当

その他

支出総額（資源向上（⻑寿命化））

購入・リース費

外注費

外注費

その他

日当

購入・リース費

次年度への持越⾦
（資源向上（⻑寿命化））

（持越金の使用予定（使用時期、
使用内容）等を記入）

 合   計

返還

次年度への持越⾦
（農地維持・資源向上（共同））

（持越金の使用予定（使用時期、
使用内容）等を記入）
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１． 総会⼜は運営委員会の実施時期

下記のとおり、総会又は運営委員会を開催し構成員の了解を得ています。

２．組織の広域化・体制強化の状況
下記にあてはまる場合は○を記入してください。

「計画」欄：活動計画書において計画した活動に「○」、計画外の活動項目に「－」を記入する。

（１）農地維持支払
農地維持支払交付金の交付を受けずに活動を実施した場合も記入してください。

計画 実施

実施日

実施日

３． 多⾯的機能⽀払交付⾦に係る事業の成果

「実施」欄：活動要件を満たした活動項目に「○」、要件を満たせなかった場合や実施しなかった
　　　　　　場合に「×」を記入する。対象外の活動項目には「－」を記入する。

「備考」欄：「実施」欄に「○」を記入した場合は具体的な活動内容や研修実施日等を記入する。
　　　　　　「実施」欄に「×」を記入した場合は要件を満たせなかった理由や実施しなかった理由を記入する。

活動区分 活動項目 備考

開催日 ○年○⽉○日

広域活動組織 特定⾮営利活動法人

７ ⽔路の草刈り

８ ⽔路の泥上げ

９ ⽔路附帯施設の保守管理

12 路⾯の維持

た
め
池

13 ため池の草刈り

14 ため池の泥上げ

15 ため池附帯施設の保守管理

地
域
資
源
の
基
礎
的
な
保
全
活
動

点検・
計画策定

１ 点検

２ 年度活動計画の策定

実
践
活
動

農
用
地

４ 遊休農地発⽣防⽌のための保全管理

農
道

10 農道の草刈り

11 農道側溝の泥上げ

共通 16 異常気象時の対応

遊休農地解消⾯積

研修
３ 事務・組織運営等に関する研修、
  機械の安全使用に関する研修

 a

５ 畦畔・法⾯・防⾵林の草刈り

６ ⿃獣害防護柵等の保守管理

⽔
路

- 14 -



実施日

（２）資源向上支払（共同）

資源向上支払交付金（共同）の交付を受けずに活動を実施した場合も記入してください。

計画 実施

実施日

実施日

活動区分 活動項目 計画 実施 備考

22 有識者等による研修会、検討会の開催

23 その他

地
域
資
源
の
適
切
な
保
全

管
理
の
た
め
の
推
進
活
動

17 農業者の検討会の開催

18 農業者に対する意向調査、現地調査

19 不在村地主との連絡体制の整備等

20 集落外住⺠や地域住⺠との意⾒交換等

21 地域住⺠等に対する意向調査等

27 ため池の機能診断

28 年度活動計画の策定

活動区分 活動項目 備考

施
設
の
軽
微
な
補
修

機
能
診
断
・

計
画
策
定

24 農用地の機能診断

25 ⽔路の機能診断

26 農道の機能診断

研
修

29 機能診断・補修技術等に関する研修

実
践
活
動

30 農用地の軽微な補修等

31 ⽔路の軽微な補修等

36 景観形成計画、⽣活環境保全計画の策定
37 ⽔⽥貯留機能増進計画、地下⽔かん養活動
計画の策定
38 資源循環計画の策定

32 農道の軽微な補修等

33 ため池の軽微な補修等

34 ⽣物多様性保全計画の策定

35 ⽔質保全計画、農地保全計画の策定

農
村

計
画
策
定
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計画 実施

計画 実施
実施日

計画 実施

「活動計画書」と同じ⾏数になるよう、この線より上に⾏を挿⼊してください。

啓発・普及 51 啓発・普及活動

活動区分 活動項目 備考

実
践
活
動

村
環
境
保
全
活
動

57 やすらぎ・福祉及び教育機能の活用

58 農村文化の伝承を通じた農村コミュニティ
の強化

59 都道府県、市町村が特に認める活動

多
面
的
機
能
の
増
進
を
図
る
活
動

52 遊休農地の有効活用

53 ⿃獣被害防⽌対策及び環境改善活動の強化

54 地域住⺠による直営施⼯

55 防災・減災⼒の強化

56 農村環境保全活動の幅広い展開

60 広報活動

※以下は加算措置に取り組む場合のみ記入してください。
加算措置 備考（参加人数及び内容等を記入）

農村協働⼒の深化に向けた活動への支援

加算措置

⽔⽥の⾬⽔貯留機能の強化（⽥んぼダム）を推進する活動への支
援

実施⾯積（右記の内数）

a

全対象⽔⽥⾯積

a
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（３）資源向上支払（⻑寿命化）

「活動計画書」と同じ⾏数になるよう、この線より上に⾏を挿⼊してください。
※延⻑の数量は⼩数点以下第２位まで記入してください。

下記にあてはまる場合は○を記入してください。
農地中間管理機構の借り受け

消費税に係る課税事業者の該当の有無

本年度 合計

計画 実績

施設区分 活動項目 内容
延べ数量 完成数量（km,箇所） 調査・

設計等
のみ（km,箇所） 前年度まで

- 17 -



（別記１－５様式第１号）

【１．農地維持支払（地域資源の基礎的保全活動）】

【２．資源向上支払（地域資源の質的向上を図る共同活動）】及び【３．資源向上支払（施設の⻑寿命化を図る活動）】

１．農地維持支払交付⾦（地域資源の基礎的な保全活動）

現地
確認

点検

年度活動計画の策定

a a

実
践
活
動

農
用
地

⽔
路

農
道

ため池附帯施設の
保守管理

ため池の泥上げ

ため池の草刈り
た
め
池

共
通

農道側溝の泥上げ

異常気象時の対応

○○ ○○

活動報告の確認

遊休農地発⽣防⽌の
ための保全管理

【遊休農地解消⾯積】

⿃獣害防護柵等の
保守管理

①運営委員会は参加集落（活動組織）から別途提出される活動記録等により、活動報告の記載内容を確認する。

畦畔･法⾯･防⾵林の
草刈り

実施計画

  年度 多⾯的機能支払交付⾦に係る
実施計画、活動報告及び運営委員会による活動報告確認票（○○集落）

令和 年 ⽉ 日 ○○ ○○

報告者

確認日 令和 年 ⽉ 日

○○集落

○○集落
活動
報告

活動報告
の確認

運
営
委
員
会

参
加
集
落
（
活
動
組
織
）

確認者

策定者策定日

報告日 令和 年 ⽉ 日

○○運営委員会

②活動報告の内容が適正な場合は「○」を記入する。計画に沿った活動が実施されていない場合は、活動を適正に実施するよう指
導し、活動の実施を確認する。その結果活動要件が満たされた場合は、「○」を記入する。

実施
計画

当該年度に実施する活動について「○」を記入し、活動内容及び数量等を記入する。
実施しない場合は、「－」を記入する。

○○ ○○

当該年度に実施する活動について「○」を記入し、実施予定時期を記入する。
実施しない場合は、「－」を記入する。（研修等、運営委員会が⼀括して⾏う場合も「－」を記入する。以下同じ。）

③必要に応じて現地確認を⾏い、⾏った場合は現地確認欄に「○」を記入する。

路⾯の維持

農道の草刈り

活動報告

実施予定時期 未実施理由

⽔路の草刈り

⽔路の泥上げ

活動を実施した場合は、活動報告欄に「○」を記入する。なお、活動記録を別途提出する。

活動を実施しなかった場合は、活動報告欄に「×」を記入し、「未実施理由」欄に未実施の理由を記入する。
計画外の項目には「ー」を記入する。

⽔路附帯施設の
保守管理

事務・組織運営に
関する研修、
機械の安全使用に
関する研修

活動区分 活動項目

点検・
計画策定

研修
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２．資源向上支払交付⾦（地域資源の質的向上を図る共同活動）

現地
確認

３．資源向上支払交付⾦（施設の⻑寿命化を図る活動）

現地
確認

活動報告

施
設
の
軽
微
な
補
修

ため池の軽微な補修等

⽔路の軽微な補修等

農道の機能診断

ため池の機能診断

年度活動計画の策定

機能診断･補修技術等
に関する研修

農道の軽微な補修等

研
修

実
践
活
動

活動報告の確認

活動内容、数量等 未実施理由

農用地の機能診断

農用地の軽微な補修等

⽔路の機能診断

実施計画

実
践
活
動

景観形成・
⽣活環境保全
⽔⽥貯留機能増進･
地下⽔かん養

⽣態系保全

⽔質保全

機
能
診
断
・

計
画
策
定

活動区分 活動項目

農
村
環
境
保
全
活

動

資源循環

活動区分 活動項目
実施計画 活動報告 活動報告の確認

活動内容、数量等 未実施理由

実
践
活
動

※参加集落（活動組織）が毎年度それぞれ⾏おうとする実施計画を運営委員会に提出した後、運営委員会が組織全体として取りまとめた
 実施計画によって実施計画の変更があった場合には、変更箇所が分かるように記入すること。
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 （
様

式
第

１
－

1
0
号

）

注
３

：
備

考
欄

に
は

、
譲

渡
先
、
交
換
先
、
貸
付
け
先
、
抵
当
権
等
の
設
定
権
者
の
名
称
又
は
交
付
金
返
還
額
を
記
入
す
る
こ
と
。

　
　

　
ま

た
、

外
注

工
事

の
場
合
に
は
施
工
業
者
名
等
を
記
入
す
る
な
ど
、
今
後
の
財
産
管
理
に
お
い
て
必
要
と
な
る
事
項
に
つ
い
て
適
宜
記
入

す
る

こ
と

。
注
４

：
こ

の
書

式
に

よ
り

難
い
場
合
に
は
、
処
分
制
限
期
間
欄
及
び
処
分
の
状
況
欄
を
含
む
他
の
書
式
を
も
っ
て
財
産
管
理
台
帳
に
代
え
る
こ
と

が
で

き
る

。

財
　

産
　

管
　

理
　

台
　

帳
　

市
町

村
名

対
象

組
織

名
活

動
期

間
年

度
～

年
度

事
　
業
　
の
　
内
　

容
工
　
　
　

期
経
　
費
　
の
　

区
　
分

処
分

制
限

期
間

処
分

の
状

況

備
考

名
称

 工
種

構
造
・
規
格

 施
工
箇
所

又
は

設
置
場
所

 事
業
量

 着
工

年
月
日

 竣
工

年
月
日

 総
事
業
費

(単
位

:円
)

  
 
経
 
費
 
内

 
訳

(
単

位
:
円

)

 耐
用

年
数

 処
分

制
限

年
月

日
 承

認
年

月
日

 処
分

の
内

容
国
費
分

地
方

費
分

そ
の

他

注
１

：
処

分
制

限
年

月
日

欄
に
は
、
処
分
制
限
の
終
期
を
記
入
す
る
こ
と
。

注
２

：
処

分
の

内
容

欄
に

は
、
譲
渡
、
交
換
、
貸
付
け
、
担
保
提
供
等
別
に
記
入
す
る
こ
と
。

注
５

：
複

数
年

に
わ

た
っ

て
施
工
す
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
完
成
し
た
年
度
で
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

注
６

：
「

名
称

」
は

「
水

路
」
や
「
農
道
」
等
、
対
象
施
設
の
名
称
を
記
入
す
る
こ
と
。

計
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No．

活動組織名：

領　　収　　書

○○地域資源保全組合　様 令和　　　年　　　月　　　日

金 円
ただし、 代として

内訳

㊞

領　　収　　書

○○地域資源保全組合　様 令和　　　年　　　月　　　日

金 円
ただし、 代として

内訳

㊞

領　　収　　書

○○地域資源保全組合　様 令和　　　年　　　月　　　日

金 円
ただし、 代として

内訳

㊞

領　　収　　書

○○地域資源保全組合　様 令和　　　年　　　月　　　日

金 円
ただし、 代として

内訳

㊞氏名

領収書整理番号

受　領　日

住所

領収書整理番号

受　領　日

住所

氏名

住所

住所

氏名

○○地域資源保全組合　

（注）＊領収書は、金銭出納簿の領収書番号の順に、領収証に通し番号を付け整理し

領収書整理番号

受　領　日

受　領　日

領収書整理帳

氏名

　　    保管する。

領収書整理番号
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No．

活動組織名：

領収書整理帳

　　    保管する。

0

（注）＊領収書は、金銭出納簿の領収書番号の順に、領収証に通し番号を付け整理し

（領収書を貼り付けてください。）
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○
○

地
区

活
動

組
織

　
参

加
者

名
簿

（
日

当
領

収
）

領
収

証
整

理
番

号
：

実
施
日

時
間

作
業

内
容

農
業

者
農

業
者

以
外

出
欠

日
当

出
欠

日
当

出
欠

日
当

出
欠

日
当

出
欠

日
当

日
数

日
当

1
○

○
　

○
○

農
業
者

○
5
,
0
00

○
5
,
0
00

○
○

5
,
0
00

○
5
,
0
00

5
2
0
,
0
00

令
和

　
　

年
　

　
月

　
　

日

2
○

○
　

○
○

農
業
者

○
5
,
0
00

○
2

5
,
0
00

令
和

　
　

年
　

　
月

　
　

日

3
○

○
　

○
○

農
業
者

○
1

0
令

和
　

　
年

　
　

月
　

　
日

4
○

○
　

○
○

農
業
者

○
1

0
令

和
　

　
年

　
　

月
　

　
日

5
○

○
　

○
○

農
業
者

○
1

0
令

和
　

　
年

　
　

月
　

　
日

6
○

○
　

○
○

農
業
者

○
1

0
令

和
　

　
年

　
　

月
　

　
日

7
○

○
　

○
○

農
業
者

○
1

0
令

和
　

　
年

　
　

月
　

　
日

8
○

○
　

○
○

農
業
者

○
5
,
0
00

○
5
,
0
00

○
○

5
,
0
00

○
5
,
0
00

5
2
0
,
0
00

令
和

　
　

年
　

　
月

　
　

日

9
○

○
　

○
○

農
業
者

○
5
,
0
00

○
5
,
0
00

○
○

5
,
0
00

○
5
,
0
00

5
2
0
,
0
00

令
和

　
　

年
　

　
月

　
　

日

1
0

○
○

　
○
○

農
業
者

○
5
,
0
00

○
5
,
0
00

○
○

5
,
0
00

4
1
5
,
0
00

令
和

　
　

年
　

　
月

　
　

日

1
1

○
○

　
○
○

農
業
者

○
5
,
0
00

○
5
,
0
00

○
○

5
,
0
00

4
1
5
,
0
00

令
和

　
　

年
　

　
月

　
　

日

1
2

○
○

　
○
○

農
業
者

○
5
,
0
00

○
5
,
0
00

○
○

5
,
0
00

4
1
5
,
0
00

令
和

　
　

年
　

　
月

　
　

日

1
3

○
○

　
○
○

農
業
者

○
5
,
0
00

○
5
,
0
00

○
○

5
,
0
00

4
1
5
,
0
00

令
和

　
　

年
　

　
月

　
　

日

1
4

○
○

　
○
○

農
業

者
以
外

○
5
,
0
00

○
○

5
,
0
00

3
1
0
,
0
00

令
和

　
　

年
　

　
月

　
　

日

1
5

○
○

　
○
○

農
業

者
以
外

○
5
,
0
00

○
○

5
,
0
00

3
1
0
,
0
00

令
和

　
　

年
　

　
月

　
　

日

1
6

○
○

　
○
○

農
業

者
以
外

○
5
,
0
00

○
○

5
,
0
00

3
1
0
,
0
00

令
和

　
　

年
　

　
月

　
　

日

1
7

○
○

　
○
○

農
業

者
以
外

○
5
,
0
00

○
○

5
,
0
00

3
1
0
,
0
00

令
和

　
　

年
　

　
月

　
　

日

1
8

○
○

　
○
○

農
業

者
以
外

○
5
,
0
00

○
○

5
,
0
00

3
1
0
,
0
00

令
和

　
　

年
　

　
月

　
　

日

1
9

○
○

　
○
○

農
業

者
以
外

○
5
,
0
00

○
○

5
,
0
00

3
1
0
,
0
00

令
和

　
　

年
　

　
月

　
　

日

2
0

○
○

　
○
○

農
業

者
以
外

○
5
,
0
00

○
○

5
,
0
00

3
1
0
,
0
00

令
和

　
　

年
　

　
月

　
　

日

1
5

7
5
,
0
00

7
3
5
,
0
00

2
0

3
1
5
,
0
00

1
4

7
0
,
0
00

5
9

1
9
5
,
0
00

作
業

内
容

は
、

活
動

記
録

の
活

動
内

容
を

簡
潔

に
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

計
水

路
の

草
刈

り

計

領
収
日

領
収
印

9
:
0
0～

1
2
:
00

9
:
0
0～

1
2
:
00

9
:
0
0～

1
2
:
00

9
:
0
0～

1
2
:
00

1
3
:
0
0～

1
5
:
00

1
0
月

2
日

農
道

の
草

刈
り

農
道

、
水

路
の

草
刈

り
氏

　
　

　
名

7
月

1
日

8
月

3
日

8
月

2
0
日

9
月

3
0
日

農
道

の
草

刈
り

水
路

の
泥

上
げ
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（参考様式：共同活動（活動記録及び領収関連） 領収書整理番号

～
～

■ 農地維持 □ 資源向上（共同） □ 調査・計画 ■ 実践活動 □ 事務処理等

□ 資源向上（長寿命化） □ 啓発・普及 □ 研修・会議

□ 広域化・体制強化 □ 設置等 □ 発注事務

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

＊手書きの場合は、ボールペンで記載してください。

　令和　　年　　月　　日

25,000 7,500 32,500

　令和　　年　　月　　日

　令和　　年　　月　　日

　令和　　年　　月　　日

　令和　　年　　月　　日

　令和　　年　　月　　日

　令和　　年　　月　　日

　令和　　年　　月　　日

　令和　　年　　月　　日

　令和　　年　　月　　日

　令和　　年　　月　　日

　令和　　年　　月　　日

　令和　　年　　月　　日

　令和　　年　　月　　日

　令和　　年　　月　　日

　令和　　年　　月　　日

○○　○○ ○ 7:00～9:00 2,000 2,000 　令和　　年　　月　　日

○○　○○ ○ 7:00～9:00 2,000 2,000

　令和　　年　　月　　日

○○　○○ ○ 7:00～9:00 2,000 2,000 　令和　　年　　月　　日

○○　○○ ○ 7:00～9:00 2,000 2,000

　令和　　年　　月　　日

○○　○○ ○ 7:00～9:00 2,000 2,000 　令和　　年　　月　　日

○○　○○ ○ 7:00～10:00 3,000 1,500 4,500

　令和　　年　　月　　日

○○　○○ ○ 7:00～10:00 3,000 1,500 4,500 　令和　　年　　月　　日

○○　○○ ○ 7:00～10:00 3,000 1,500 4,500

4,500 　令和　　年　　月　　日

○○　○○ ○ 7:00～10:00 3,000 1,500

○○　○○ ○ 7:00～10:00 3,000 1,500

4,500 　令和　　年　　月　　日

No 参加者（フルネーム）
区分

活動時間
日当・借上費等の支払い 受領印

又はサイン

1:00 0:00

活動内容

受領日
農業者 農業者以外 日当等 借上費 計

水路 水路の草刈り・泥上げ 水路の草刈り・泥上げ

備考
活動区分

施設又は
テーマ

具体的な活動内容　＜（　）書きは長寿命化の場合＞

活動項目（対象活動） 取組（取組内容）

令和○○年度　多面的機能支払交付金 活動記録

活動実施日 令和　○年　○月　○日（○） 実施時間
7:00 10:00 3:00

総実施時間 3:00
1:00
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（参考様式：特定活動（活動記録及び領収関連） 領収書整理番号

組織名：

活動者名： （　農　・非農　）

■ 農地維持 ■ 資源向上（共同） □ 調査・計画 □ 実践活動 ■ 事務処理等

□ 資源向上（長寿命化） □ 啓発・普及 □ 研修・会議

□ □ 設置等 □ 発注事務

1 7:00 ～ 7:30

2 8:00 ～ 8:30

3 7:00 ～ 7:30

4 8:30 ～ 9:00

5 8:30 ～ 9:00

6 7:00 ～ 7:30

7 8:00 ～ 8:00

8 ～

9 ～

10 ～

11 ～

12 ～

13 ～

14 ～

15 ～

16 ～

17 ～

18 ～

19 ～

20 ～

21 ～

22 ～

23 ～

24 ～

25 ～

26 ～

27 ～

28 ～

29 ～

30 ～

31 ～

①合計時間数 ②日当単価 ③計算額＝①×② ④支払月上限額

当月支払金額＝③と④の少ない金額

水路 施設の適正管理 配水操作

広域化・体制強化

活動実施日時

活動の特記事項 備考

令和○○年度　多面的機能支払交付金 活動記録（特定活動）
○○地域資源保全会

○○　○○

活動内容

備考
活動区分

施設又は
テーマ

具体的な活動内容　＜（　）書きは長寿命化の場合＞

活動項目（対象活動） 取組（取組内容）

配水操作

5月5日 0:30 配水操作

No 実施月日
実施時間

時間帯 時間数

5月1日 0:30

5月20日 0:30 配水操作

5月25日 0:30 配水操作

5月10日 0:30 配水操作

5月15日 0:30 配水操作

5月30日 0:00 配水操作

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

受領印 受領日

2,400 円 令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

0:00

3:00
時
間

800 円 2,400 円 10,000 円
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単
価

(
単

位
：

円
)

取
得

金
額

(
単

位
：

円
)

年
月

日
購

入
先

保
管

場
所

担
当

者
及

び
連

絡
先

耐
用

年
数

処
分

制
限

年
月

日
価

格
処

分
の

内
容

1
デ

ジ
タ

ル
カ

メ
ラ

○
○

社
製

IX
Y

Z
70

1
台

10
,8

00
10

,8
00

H
19

.4
.1

2
○

○
電

機
書

記
担

当
者

宅
○

○
　

○
○

01
2-

34
5-

56
78

2
乗

用
型

草
刈

機
○

○
社

製
R
N

86
B

1
台

63
0,

00
0

63
0,

00
0

H
19

.4
.1

4
○

○
農

協
○

○
土

地
改

良
区

倉
庫

○
○

　
○

○
09

0-
99

99
-

12
34

7
H

26
.4

.1
3

3
パ

ソ
コ

ン
○

○
社

製
V

A
26

1
台

83
,0

00
83

,0
00

H
19

.4
.1

6
○

○
電

機
会

計
担

当
者

宅
○

○
　

○
○

09
0-

11
11

-
55

55

4
刈

払
機

○
○

社
製

U
M

K
S4

55
5

台
36

,0
00

18
0,

00
0

H
19

.4
.3

0
○

○
農

協
○

○
集

会
所

倉
庫

○
○

　
○

○
01

2-
34

5-
56

79
0

廃
棄

5 6 7 8 9 1
0

注

　
　

　

（
参

考
様

式
）

備
品

管
理

台
帳

２
　

１
件

の
取
得
価
格
が
５
０
万
円
以
上
（
消
費
税
込
み
）
の
備
品
等
の
財
産
を
取
得
し
た
場
合
、
処
分
制
限
期
間
の
欄
も
記
入
す
る

も
の

と
す

る
。

番
号

名
称

規
格

・
機

種
数

量
単

位

取
得

３
　

処
分

制
限
期
間
に
は
、
「
減
価
償
却
資
産
の
耐
用
年
数
等
に
関
す
る
省
令
」
（
昭
和
４
０
年
大
蔵
省
令
第
１
５
号
）
に
定
め
ら
れ

て
い

る
耐

用
年

数
に

相
当

す
る

期
間

と
し

、
　

そ
の

期
間
は
、
取
得
の
日
か
ら
起
算
す
る
。

４
　

処
分

制
限
年
月
日
欄
に
は
、
処
分
制
限
の
終
期
を
記
入
す
る
こ
と
。

５
　

処
分

の
内
容
欄
に
は
、
売
り
払
い
、
廃
棄
処
分
等
別
に
記
入
す
る
こ
と
。

６
　

備
考

欄
に
は
取
得
の
相
手
方
又
は
処
分
の
相
手
方
等
を
記
入
す
る
こ
と
。

７
　

こ
の

様
式
に
よ
り
難
い
場
合
に
は
、
処
分
制
限
期
間
欄
及
び
処
分
の
状
況
欄
を
含
む
他
の
様
式
を
も
っ
て
財
産
管
理
台
帳
に
代
え

る
こ

と
が

で
き

る
。

　

保
管

処
分

制
限

期
間

(
5
0
万

円
以

上
の

場
合

)
処

分
の

１
　

１
件

の
取
得
価
格
が
３
万
円
以
上
（
消
費
税
込
み
）
で
複
数
回
・
一
定
期
間
利
用
可
能
な
備
品
等
の
財
産
を
取
得
し
た
場
合
、
こ

の
台

帳
に

記
入

す
る

も
の

と
す

る
。
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名称：

(機種)  ○○社製UMKS455 (取得年月日) H29.4.30

氏 名 連 絡 先

1
異常：　有　・　無
内容：

2
異常：　有　・　無
内容：

3
異常：　有　・　無
内容：

4
異常：　有　・　無
内容：

5
異常：　有　・　無
内容：

6
異常：　有　・　無
内容：

7
異常：　有　・　無
内容：

8
異常：　有　・　無
内容：

9
異常：　有　・　無
内容：

10
異常：　有　・　無
内容：

11
異常：　有　・　無
内容：

12
異常：　有　・　無
内容：

13
異常：　有　・　無
内容：

14
異常：　有　・　無
内容：

15
異常：　有　・　無
内容：

16
異常：　有　・　無
内容：

17
異常：　有　・　無
内容：

18
異常：　有　・　無
内容：

19
異常：　有　・　無
内容：

20
異常：　有　・　無
内容：

保管担当者
返却確認

刈払機

借用者

活動組織名：

財産貸出簿

番
号

貸 出 日 返 却 日 異 常 の 有 無
（異常がある場合は内容を記載)

7
- 27 -



日 当 検 討 書 

 

１． 設定しようとする日当単価（円／時間） 

項目 市基準 
市基準を上回る単価

を適用する活動内容 

設定しようとする 

日当単価 

重作業 1,000   

軽作業 800   

その他 800   

 

２．市基準を上回る地域事情の理由（下記より選択(複数可)） 

□ 作業条件・環境が厳しいため 
□ 従前からの地域の日当単価を採用したい 
□ 普通作業員の労働を超える作業のため 
□ 活動参加者の確保が困難なため（単価を上げて確保） 
□ その他（                         ） 

 

 

 

※ 市基準を上回る日当単価設定を行うとする場合には、事前に市担当者へご相談お願いいた

します。 

 

令和○年○月○日 
組 織 名 称 
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第
○

号
議
案
 
令
和
○

年
度
 
購

入
・
リ
ー

ス
等
の
内
容
 

N
o
 

領
収
月
日

 
調
達
内
容
（
数
量
）

 
金
額
 

（
円
：
税
込
）

 
調
 
達
 
先

 
 

検
討

書
作

成
 

（
20

万
円／

件以
上
）

 
備
考

 
（
活
動
日
等
）

 
(詳

細
・
名
称

) 
１

 
 

 
 

□
量

販
店

 
 

□
Ｊ

Ａ
 

□
個

人
商

店
 

□
個

人
等

（総
会事

項除
く

）
 

 

 
□

有
り

 
□

無
し

 
  

２
 

 
 

 
□

量
販
店

 
 

□
Ｊ

Ａ
 

□
個

人
商

店
 

□
個

人
等

（総
会事

項除
く

）
 

 
□

有
り

 
□

無
し

 
  

３
 

 
 

 
□

量
販
店

 
 

□
Ｊ

Ａ
 

□
個

人
商

店
 

□
個

人
等

（総
会事

項除
く

）
 

 
□

有
り

 
□

無
し

 
  

４
 

 
 

 
□

量
販
店

 
 

□
Ｊ

Ａ
 

□
個

人
商

店
 

□
個

人
等

（総
会事

項除
く

）
 

 
□

有
り

 
□

無
し

 
  

５
 

 
 

 
□

量
販
店

 
 

□
Ｊ

Ａ
 

□
個

人
商

店
 

□
個

人
等

（総
会事

項除
く

）
 

 
□

有
り

 
□

無
し

 
  

６
 

 
 

 
□

量
販
店

 
 

□
Ｊ

Ａ
 

□
個

人
商

店
 

□
個

人
等

（総
会事

項除
く

）
 

 
□

有
り

 
□

無
し

 
  

７
 

 
 

 
□

量
販
店

 
 

□
Ｊ

Ａ
 

□
個

人
商

店
 

□
個

人
等

（総
会事

項除
く

）
 

 
□

有
り

 
□

無
し

 
  

＊
３
万

円
／

件
以

上
、

又
は

、
JA

及
び

量
販

店
等

以
外

か
ら

の
購

入
・

リ
ー

ス
等

に
つ

い
て

は
、

総
会

で
調

達
品

等
内

容
、

調
達

先
、

単
価

を
報

告
し

、
価

格
の

適
正

化
に

努
め

て
く

だ
さ

い
。 

令
和

○
年

度
 

組
 

織
 

名
 

称
 

購
入
・

リ
ー
ス

等
し

よ
う
と

す
る

金
額

が
2
0
万

円
／

件
を
超
え
る
場

合
は

、
検

討
書

の
検
討

が
必

要
で
す

。
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備品・資材・機材の購入・リース等検討書 

（20 万円／件以上） 
 

１．購入・リース等を検討している内容等 

目   的  

品名（型式）  

数量（期間）  

金   額  

調 達 先 
□量販店   □ＪＡ   □個人商店 

□個人等その他 

そ の 他  

２．予定金額（原則、複数者からの金額比較（比較不可の場合の理由）） 

     ￥ ＃，＃００，０００－（税込）（下記見積り結果より） 

 見積先 金額（千円） 特記事項 

１    

２    

３    

４    

５    

   

 【基準の金額比較ができない場合の理由】 

  □市内に複数の取扱者がいない 

  □その他（                   ） 

 

３．調達予定先（原則、市内：店名、住所、連絡先、理由、支払方法） 

 ○選定理由： 例）もっとも安価で調達可能な者 

店   名  

住   所 

連 絡 先 

 

 

支払方法 例）納入検査後、振り込み 

そ の 他  

 ○納入確認者 

氏  名  

方  法 例）現品確認による納品書裏面に署名 

金額比較の基準 
20 万以上：2 者以上 
50 万以上：3 者以上 
100 万以上：5 者以上 

令和○年○月○日 
組 織 名 称 
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（購入・リースまでに、役員会等で適切性の打合せを開催） 

４．役員会等での打ち合わせ内容（結果） 

打合せ日時

（場所） 

 

出 席 者 

 

 

打合せ 

内容・質疑 

○主な質疑事項 

・購入等の必要性 

 

・能力・規模の適切性 

 

・金額比較の適切性 

 

・調達先の適切性 

 

・納入確認の適切性 

 

（確認のポイント） 

・購入等の必要性：   適  ・  否 

・能力・規模の適切性： 適  ・  否 

・金額比較の適切性：  適  ・  否 

・調達先の適切性：   適  ・  否 

・納入確認の適切性：  適  ・  否 

結  果 了承 ・ 再検討 ・ 総会に諮る ・ その他 

＊３万円／件以上、又は、JA 及び量販店等以外からの購入・リース等については、総会

で調達品等内容、調達先、単価を報告し、価格の適正化に努めてください。 
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第
○
号
議
案
 
令
和
○
年
度
 
外
注
の
内
容
 

N
o
 

外
注
内

容
（
数
量
）

 
対
象
活
動

 
構
成
員
に
よ
る
共
同
活
動

が
で
き
な
い
理
由

 
外
 
注
 
先

 
金
額
 

（
円
：
税
込
）

 
検

討
書
作

成
 

（
20

万
円／

件以
上
）

 
備
考

 
（
活
動
日
等
）

 
１

 
 

□
農

地
維

持
 

□
資

源
向

上
 

 
 

□
事

務
作

業
 

□
 高

度
な
技

術
･専

門
資

格
 

□
 対

象
量
が

膨
大

 
□

 活
動

が
危

険
 

□
 参

加
者
の

確
保

が
困

難
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

）
 

 
 

□
有

り
 

□
無

し
 

  

２
 

 
□

農
地
維

持
 

□
資

源
向

上
 

 
 

□
事

務
作

業
 

□
 高

度
な
技

術
･専

門
資

格
 

□
 対

象
量
が

膨
大

 
□

 活
動

が
危

険
 

□
 参

加
者
の

確
保

が
困

難
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

）
 

 
 

□
有

り
 

□
無

し
 

  

３
 

 
□

農
地
維

持
 

□
資

源
向

上
 

 
 

□
事

務
作

業
 

□
 高

度
な
技

術
･専

門
資

格
 

□
 対

象
量
が

膨
大

 
□

 活
動

が
危

険
 

□
 参

加
者
の

確
保

が
困

難
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

）
 

 
 

□
有

り
 

□
無

し
 

  

４
 

 
□

農
地
維

持
 

□
資

源
向

上
 

 
 

□
事

務
作

業
 

□
 高

度
な
技

術
･専

門
資

格
 

□
 対

象
量
が

膨
大

 
□

 活
動

が
危

険
 

□
 参

加
者
の

確
保

が
困

難
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

）
 

 
 

□
有

り
 

□
無

し
 

  

５
 

 
□

農
地
維

持
 

□
資

源
向

上
 

 
 

□
事

務
作

業
 

□
 高

度
な
技

術
･専

門
資

格
 

□
 対

象
量
が

膨
大

 
□

 活
動

が
危

険
 

□
 参

加
者
の

確
保

が
困

難
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

）
 

 
 

□
有

り
 

□
無

し
 

  

６
 

 
□

農
地
維

持
 

□
資

源
向

上
 

 
 

□
事

務
作

業
 

□
 高

度
な
技

術
･専

門
資

格
 

□
 対

象
量
が

膨
大

 
□

 活
動

が
危

険
 

□
 参

加
者
の

確
保

が
困

難
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

）
 

 
 

□
有

り
 

□
無

し
 

  

＊
外
注

に
つ

い
て

は
、

全
て
を

総
会
で

内
容

、
外

注
先

、
金

額
を
報

告
し

、
今

後
の

適
正

な
外
注

に
努

め
て

く
だ

さ
い

。
 

ま
た

、
参

加
者

の
確

保
が

困
難

な
も
の

は
、

推
進

活
動

の
検

討
課
題

と
し

て
く

だ
さ

い
。

 

令
和

○
年

度
 

組
 

織
 

名
 

称
 

外
注
し

よ
う
と

す
る

金
額
が

2
0
万

円
／

件
を
超
え
る
場
合

は
、
検

討
書

の
検
討

が
必

要
で
す

。
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外 注 検 討 書 

（20 万円／件以上） 

１．外注しようとする活動 

□農地維持活動    □資源向上活動   □事務作業 

□基礎的な保全活動   □保全管理のための推進活動  □事務作業 
□軽微な補修  □農村環境保全活動  □多面的機能の増進を図る活動 

目的・内容 
 

数量・期間 
 

その他 
 

２．構成員による共同活動ができない理由（下記より選択） 
□ 高度な技術や専門資格・知識を要する内容のため 
□ 対象量が膨大なため 
□ 活動に危険が伴うため 
□ 活動参加者の確保が困難なため  ･･･推進活動において検討課題に！ 
□ その他（                         ） 

３．予定金額（原則、複数者からの金額比較（比較不可の場合の理由） 

   ￥ ＃，＃００，０００－（税込） 

  

 （根拠：例）下記比較結果より ） 

 見積先 金額（円）税込 特記事項 

１    

２    

３    

４    

５    

   

 【基準の金額比較ができない理由】 

  □地域内に複数の受注可能者がいない 

  □地域の事情に精通した者でしか対応できず、他者で実施不可能なため 

  □その他（                   ） 

金額比較の基準 
20 万以上：2 者以上 
50 万以上：3 者以上 
100 万以上：5 者以上 

令和○年○月○日 
組 織 名 称 
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４．外注予定先（原則、市内： 名称、住所、連絡先、支払方法） 

名  称  

住   所 

連 絡 先 
 

支払方法 例）履行確認後、振り込み 

そ の 他  

 

５．履行の確保（契約書等の作成、確認体制） 

契約書の 

作成※ 
□契約書の作成  □請書の作成   □省略 

確認体制 
確認者：  

方 法： 例）現地立会又は成果品確認後、完了書類に署名 

その他  

 
※  契約書の作成は、原則、契約書(130万円以上)、請書（10～130万円）としますが、外注内容

や成果の品質等の履行の確保に支障がない場合は省略することも可能とします。但し、契約上
のトラブル後の対応等を総合的に検討してください。 
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（外注契約までに、役員会による外注の適切性に係る打合せを開催） 

６．役員会等での打ち合わせ内容（結果） 

打合せ日時

（場所） 

 

出 席 者 

 

 

打合せ 

内容・質疑 

○主な質疑内容 

・外注の必要性 

  

・内容の適切性 

  

・金額比較の適切性 

  

・外注先の適切性 

  

・履行確保の適切性 

  

（確認のポイント） 

・外注の必要性：   適  ・  否 

・内容の適切性：   適  ・  否 

・金額比較の適切性： 適  ・  否 

・外注先の適切性：  適  ・  否 

・履行確保の適切性： 適  ・  否 

結  果 
了承  ・  再検討  ・  総会に諮る  

・ その他（                  ） 

＊外注については、本検討分を含む全てを総会で内容、外注先、金額を報告し、今後の適

正な外注に努めてください。 
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本ガイドラインに係る問い合わせについては、市役所及び区役所等へ問い合わせください。 

組織名 所 属 電話番号 

岡山市役所（本庁） 
産業観光局 農林水産部 農林水産課  

農政係 
086-803-1343 

   

 北区 北区役所 農林水産振興課 086-803-1662 

   土木農林分室 086-286-9071 

   御津支所 産業建設課 0867-24-1114 

   建部支所 産業建設課 0867-22-1113 

   

 中区 中区役所 農林水産振興課 086—901-1622 

   

 東区 東区役所 農林水産振興課 086-944-5039 

   瀬戸支所 産業建設課 086-952-1114 

   

 南区 南区役所 農林水産振興課 086-902-3521 

  灘崎支所 産業建設課 086-363-5203 

   

   

 


